
重要事項説明書（居宅介護支援） 

              

 作成日  令和 ７年 ８月 １日 

 

１．事業所の概要 

 事 業 者  株式会社 Regional Creation Care 

 代 表 者  代表取締役 鈴木 裕一 

 所 在 地  札幌市西区八軒１条西１丁目３番１５号 

 電話番号   ＴＥＬ０１１－２１５－５１３８ ＦＡＸ０１１－２１５－５５８３ 

 事業の種類  指定居宅介護支援 

 事業所名称  ケアプランセンターメディケアさっぽろ 

 事 業 所 所 在 地  札幌市手稲区西宮の沢６条１丁目１４-１７ 

電話番号   ＴＥＬ０１１－６２４－５７２０ ＦＡＸ０１１－６２４－５７２１ 

 事業所番号  北海道知事指定 0170406383 

 指定年月日  令和  ７年  ６月  １日 

 開設年月日  令和  ７年  ６月  1日 

 管理者氏名  菊田 幸乃 

 

２．事業所の運営方針 

 ①要介護状態等になった利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じて

自立した生活を営むことができるように配慮し、利用者の心身の状況、その置かれてい

る環境等に応じ利用者の選択に基づいた適切な保健医療サービス及び福祉サービス（以

下「指定居宅サービス等」という。）が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供され

るよう支援を行います。 

 ②事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支

援事業者及び介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との綿密な連携を図るとともに、

利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定

居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのな

いよう、公平中立な業務に努めるものとします。 

 ③居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居

宅サービス事業者等を紹介するよう求めることが出来ます。 

 ④居宅サービス計画書原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を

介護支援専門員に求めることが出来ます。 

 

 ３．営業時間（サービス提供時間） 

  月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 

   但し１２月３１日から１月３日まで及び土曜日、日曜日は休業日 

   ※24 時間常時連絡が可能な体制とします。 

 



 ４．通常の事業の実施地域  

札幌市・江別市全域 

 

５．事業所の職員体制 

  （１）管理者   1 名（常勤・兼務１名） 

     管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理、指定居宅介護支援の利用者の 

申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うととも

に、従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行います。 

（２）介護支援専門員 ２名（常勤・兼務１名、非常勤・専従１名） 

  介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業従業者等

との連絡調整等、介護支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護

認定調査業務にあたります。 

 

 ６．サービス概要 

（１） 要介護認定の代行申請 

利用者が要介護認定を受けるための関係行政への手続きを代行します。 

（２）居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

利用者や家族（以下「利用者等」という。）及び指定居宅サービス事業者等から

の聞き取りにより利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日

常生活と営むことが出来るように支援する上で解決すべき課題を把握し、利用者

が受ける居宅サービスについて、利用者の自立支援に向けた目標とサービス内容、

サービス提供の方法と費用負担等を利用者等と相談しながら作成いたします。作

成の際はサービス担当者会議を行います。 

（３）居宅サービスの実施状況の把握と調整 

居宅サービスが居宅サービス計画どおりに実施されているか、またサービスの利

用が利用者にとって満足のできるものか等を定期訪問や電話等により把握し、課

題があれば検討し調整いたします。 

（４）居宅サービスの給付管理 

サービス利用票を毎月利用者へ交付し、サービス利用の実績管理を行います。 

  （５）医療機関との連携 

    ① 利用者が医療機関等に入院した際、その入院先（医療機関）に担当介護支援 

専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよう依頼いたします。 

    ② 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供 

     を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能に関す

る問題、モニタリング等の際に利用者の心身又は生活に係る状況等について、 

主治の医師等に必要な情報伝達を行います。 

    ③ 介護支援専門員は、利用者訪問看護、通所リハビテーション等の医療系サービ         

スの利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治

の医師等の意見を求めます。またこの場合において、介護支援専門員は居宅  

サービス計画を主治の医師等に交付いたします。 



    ④ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定 

     相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における

様々な取組を行う者等との連携に努めます。 

    

７．秘密保持 

   当事業所が行なう指定居宅介護支援サービスにおいて、業務上知りえた利用者等の

個人情報は、堅く秘密を保持します。なお、利用者の問題解決のために必要な情報

をサービス事業所等に提供する際も利用者等の同意を得たうえで行います。 

 

８．虐待防止 

  事業所は、虐待の発生又はその再発防止のため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

  (１)虐待の防止のため対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について周

知徹底を図ります。 

  (２)虐待の防止のための指針を整備します。 

  (３)虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

  (４)前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

  (５)サービス提供中に虐待等を発見した場合は、市町村の窓口に連絡し、調査等に関

する協力に努めます。 

 

９．費用 

  ①当事業所が行う指定居宅介護支援サービスにかかる費用については、厚生労働省が

定める介護報酬告示上の額を全額市町村へ請求いたします。（但し、介護保険料の

滞納等法定代理受領ができない場合は、この限りではありません） 

                          （単位数単価 10.21 円） 

サービス内容略称 給付単位数  1 月の金額（円） 

居宅介護支援費Ⅰⅰ（要介護 1･2）45 件未満 1,086 11,088 

居宅介護支援費Ⅰⅰ（要介護 3･4･5）45 件未満 1,411 14,406 

居宅介護支援費Ⅰⅱ（要介護 1･2）45 件以上 60

件未満 

544 5,554 

居宅介護支援費Ⅰⅱ（要介護 3･4･5）45 件以上

60 件未満 

704 7,187 

 

居宅介護支援費Ⅰⅲ（要介護 1･2）60 件以上 326 3,328 

居宅介護支援費Ⅰⅲ（要介護 3･4･5）60 件以上 422 4,308 

居宅介護支援費Ⅱⅰ（要介護 1･2）45 件未満 1086 11,088 

居宅介護支援費Ⅱⅰ（要介護 3･4･5）45 件未満 1411 14,406 

居宅介護支援費Ⅱⅱ（要介護 1･2）45 件以上 60

件未満 

527 5,380 

居宅介護支援費Ⅱⅱ（要介護 3･4･5）45 件以上

60 件未満 

683 6,973 



居宅介護支援費Ⅱⅲ（要介護 1･2）60 件以上 316 3,226 

居宅介護支援費Ⅱⅲ（要介護 3･4･5）60 件以上 410 4,186 

初回加算 300 3,063 

入院時情報連携加算（Ⅰ）1 月につき 250 2,552 

入院時情報連携加算（Ⅱ）1 月につき 200 2,042 

退院・退所加算（Ⅰ）イ 1 回につき 450 4,594 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 1 回につき 600 6,126 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 1 回につき 600 6,126 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 1 回につき 750 7,657 

退院・退所加算（Ⅲ）  1 回につき 900 9,189 

通院時情報連携加算   1 月につき 50 510 

緊急時等居宅カンファレンス加算1月2回を限度 200 2,042 

特定事業所加算（Ⅰ）一定要件を満たした場合 519 5,298 

特定事業所加算（Ⅱ）一定要件を満たした場合 421 4,298 

特定事業所加算（Ⅲ）一定要件を満たした場合 323 3,297 

特定事業所加算（A）一定要件を満たした場合 114 1,163 

特定事業所医療介護連携加算 一定要件を満たし

た場合 

125 1,276 

ターミナルケアマネジメント加算 1 月につき 400 4,084 

特定事業所集中減算    1 月につき ‐200 -2,042 

運営基準減算 基本単位数の 50%に減算 

高齢者虐待防止措置未実施減算 基本単位数の 1%を減算 

業務継続計画未策定減算 基本単位数の 1%を減算 

同一建物減算 基本単位数の 5％を減算 

※居宅介護支援費Ⅱ：ケアプランデータ連携システムを活用及び事務職員の配置を行って

いる場合 

※初回加算：新規に居宅サービス計画を策定した場合、及び要介護状態区分が 2 段階以上 

変更となった場合 

※運営基準減算：運営基準に沿った、適切な居宅介護支援が提供できていない場合 

※高齢者虐待防止措置未実施減算：高齢者虐待防止措置についての実施が行われていない

場合 

※事業継続計画未策定減算：事業継続計画が未策定である場合 

※同一建物減算：事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上

に居宅介護支援を行う場合 

 

   ②通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援の提供に要した交通費は、そ

の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収します。 

    一 事業所から、片道おおむね１５キロメートル未満 ２５０円 



    二 事業所から、片道おおむね１５キロメートル以上 ４００円  

 

１０．解約 

   利用者は、当事業所が行う指定居宅介護支援サービスについて、３０日以上の予告

期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解約されます。その際の

費用は一切かかりません。 

 

１１．併設している事業所 

   訪問看護ステーション メディケアさっぽろ 

デイサービスセンターメディケア宮の丘 

 

１２．事故発生時の対応 

（１） 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の

家族等へ連絡を行なうとともに必要な措置を講じます。 

（２） 事故の状況および事故に際してとった処置に関しての記録を行ないます。 

（３） 指定居宅介護支援サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、

加入している民間の損害賠償保険をもってこれを履行します。 

（４） 事故の原因を解明し、再発防止策を講じます。 

 

 

１３．苦情処理体制 

 （１）事業者は、苦情があった場合直ちに担当介護支援専門員または苦情処理担当者か

ら利用者及びその家族に連絡をとり、直接出向くなどして詳しい状況を把握する

とともに担当介護支援専門員へも事情を確認し適切に対応します。 

 （２）管理者が必要と判断した場合には、ただちに検討会議を行い必要な措置を講じま

す。 

（３）苦情の内容及び対応は再発防止のため台帳へ記録・保管します。 

（４）事業所は、市町村より文書等の提示の求めまたは当該市町村職員からの質問もし  

くは照会を受けた際は、調査に必要な協力をするとともに、市町村より指導や助

言を受けた場合は、必要な改善を行います。 

 

〈苦情処理の窓口〉 

 

 

事業所の苦情相談窓口 

 

 

 ケアプランセンターメディケアさっぽろ 

  札幌市手稲区西宮の沢６条１丁目１４-１７ 

  電話番号：０１１－６２４－５７２０ 

  苦情処理担当者： 菊田 幸乃 

  ご利用時間：午前８時３０分より午後５時３０分 

 

 

 

北海道国民健康保険団体連

合会（総務部介護保険課） 

所在地：札幌市中央区南２条西１４丁目 

    国保会館 

電話番号：０１１－２３１－５１７５ 



 

事業所以外の機関 

 

 

 

 

北海道社会福祉協議会 

（北海道福祉サービス運営

適正化委員会） 

所在地：札幌市中央区北２条西７丁目 

    かでる２・７  ３階 

電話番号：０１１－２０４－６３１０ 

札幌市福祉サービス苦情相

談センター 

所在地：札幌市中央区大通西１９丁目 

    社会福祉総合センター・２階 

電話番号：０１１－６３２－０５５０ 

 

１４．ハラスメント対策 

 （１）事業者は、職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づ

くりを目指します。 

 （２）利用者及びその家族が事業所の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗

中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

 

１５．事業継続計画の策定 

   事業者は、感染症や災害が発生した場合でも利用者が継続して指定居宅介護支援の

提供が受けられるように事業継続計画を策定し、その計画に従い必要な研修及び訓

練を実施します。 

 

１６．感染症の予防・蔓延防止について 

   事業者は、感染症の予防及び蔓延防止に努め、会議等において対策を協議し、対応

指針等を作成し、掲示を行います。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質

向上に努めます。 

 

１７．第三者評価の有無について 

 

第三者評価 

 

  実施の有無         あり  ・  なし 

 実施した直近の年月日 

 第三者評価機関名 

 評価結果の開示状況     あり  ・  なし 

 

１８．その他の重要事項 

   事業者は、研修の機会を設け、資質向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和  年  月  日 

 

指定居宅介護支援サービスの提供にあたり、利用者等に対し、本書面に基づいて上記重要事

項の説明をしました。 

〔指定居宅介護支援事業所〕   

企業名 株式会社 Regional Creation Care 

          事業所名 ケアプランセンター メディケアさっぽろ 

          所在地 札幌市手稲区西宮の沢６条１丁目１４-１７ 

               説明者             

 

私は、本書面に基づいて指定居宅介護支援事業所より上記重要事項の説明を受けました。 

 

【利用者】   氏名：                    

 

        住所：                              

         

 

【署名代行者】 氏名：                   （続柄：    ）  

 

        住所：                              

 

        署名代行の理由：                   


